
人権・公共交通・納税 

●新発田市への支払いについて 

Ｑ． 

ネットバンクを利用してペイジーで支払いをする事がありますが、新発田市の払込には

使用できません。PayPay でするより先にペイジーでの払い込みができるようにするべきで

はなかったのでしょうか？とても不便です。そして、PayPay を利用するにはチャージが必

要です。ペイジーで収納できない理由をお聞かせください。 

（令和 4年 7月受付） 

 

Ａ． 

 納税に際してご不便をお掛けしましたこと、心よりお詫び申し上げます。 

 新発田市では、納税機会の拡充を図るため、平成２２年度のコンビニ収納の開始を皮切

りに、平成３１年度には県内自治体初となるヤフー公式アプリ（現在のＰayＰay）、令和３

年度にはＬＩＮＥＰay による納税環境を整えてまいりました。ご提案いただきましたペイ

ジーにつきましても、導入を検討する対象として、候補のひとつに挙がっていたと担当課

から報告を受けております。 

 市民の皆様の大切な税金を使った行政サービス導入の検討にあたっては、想定される納

税者様側のメリットに対し、導入にあたってのシステム改修などの経費を考慮し、費用対

効果を検証する必要があります。ＰayＰay では、システム改修の必要がなく、現行の納付

書を活用できるのに対し、ペイジーでは数千万円単位のシステム改修経費がかかり、納付

書も大幅な改訂が必要となることや、スマートフォン払いを利用される方は、全体の０．

９パーセントという状況であることから、現時点では、ペイジーの導入は見送らざるを得

なかったと担当課から説明がありました。 

 しかし、今後スマートフォン等を利用した電子納税に対するニーズは高まると考えてお

ります。現在、令和５年４月の開始を目途に、軽自動車税・固定資産税の納付書に全国統

一のＱＲコードを印字し、電子納税を推進するよう、国と市町村が一丸となって取り組ん

でおります。この新たな決済システムでは、残念ながらペイジーは対応しておりませんが、

クレジット納付には対応できる旨、国から示されております。詳細が固まり次第、市ホー

ムページ等で市民の皆様にお伝えしたいと考えておりますので、今しばらくお待ちくださ

い。  

（令和 4年 7月 7日回答） 

 

 

※上記の回答内容はすべて回答日時点のものであり、現在とは異なる場合があります。 


